
別紙１ 

認定こども園整備 

 

１ 目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園等の施設整備に要する費用の一部を

補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うこと 

を目的とする。 

 

２ 内容 

（１） 整備内容 

幼保連携型認定こども園、又は保育所型認定こども園の幼稚園機能部分等の新設、

修理、改造を実施する。 

 

（２） 整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

24年法律第 66号）（以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に基づく幼保連 

携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分（以下「学校教育部分」

いう。） 

② 認定こども園法第３条第２項第２号に基づく保育所型認定こども園の幼稚園機能 

 部分 

③ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こど 

も園を構成する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園 

 

（３） 整備対象施設の設置主体（事業者） 

学校法人又は社会福祉法人 

 

３ 補助基準額・負担割合等 

（１） 補助基準額 

別表１（算定基準）、別表２（補助基準額表）で定める基準により算出 

（２） 負担割合 

府（国）１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

 

（３） 補助対象整備（整備区分） 

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等 

 

４ 補助対象経費 

  別表１（算定基準）で定める対象経費のとおり。 

 

 



５ 留意事項 

（１） 次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であ 

ると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用。 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

（２） 次に掲げる事項を補助金を交付する場合の条件とする。 

① 交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、 

幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園のいずれ 

かであること（ただし、新設の場合を除く）。 

 

② 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分については、認定こども園法第３条第１ 

項に基づく認定を受けること。 

ただし、交付決定をした年度内に上記の要件を満たさなかった場合は、原則とし 

て、補助条件違反として補助金を返還すること。 

 

③ 幼稚園型認定こども園の幼稚園部分の施設整備についても交付対象とすること。 

ただし、施設整備終了後に幼稚園型認定こども園として認定されなかった場合は、

原則として、補助条件違反として補助金を返還すること。 

 

④ 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園の整備において一体的に幼 

 稚園部分の改築等を行う場合、また、既存の認定こども園が機能を更に拡充させる

ために行う施設整備についても、対象とすること。 

 

⑤ 幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分及 

 び保育所型認定こども園の認可保育所部分（認可保育所を新設することにより、新 

 たに幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園の認可・認定を受ける場合 

 を含む。）、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分（保育所機能部分を新設するこ 

とにより、新たに幼稚園型認定こども園の認可・認定を受ける場合を含む。）につ 

いては、保育所等整備交付金により整備を行うこと。 

 

（３） 財産処分について 

① この補助金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立 

幼稚園施設整備費）の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を 

行う場合には、平成 26年３月 31日 25文科初第 1443号「私立学校施設整備費補助 

金（私立幼稚園施設整備費）に係る財産処分の承認について」による財産処分の承

認手続き等が必要であるので、事前に相談すること。 

 



② この補助金により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等 

の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成 

20年４月 17日雇児発第 0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産 

処分について」による財産処分の承認手続き等が必要であるので、事前に相談する 

こと。



別紙２ 

幼稚園耐震化整備 

 

１ 目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定 

 こども園に移行した場合を含む。）の耐震化を促進することにより、子どもを安心して育て 

ることが出来るよう基盤整備を行うことを目的とする。 

 

２ 内容 

（１） 整備内容 

認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に認定こども園に移行した場合を含む。）

の耐震化を促進するための改造を実施する。 

 

（２） 整備対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

24年法律第 66号）（以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に基づく幼保連

携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分（以下「教育部分」とい

う。） 

② 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こど

も園を構成する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

③ 認定こども園法第２条第７項に基づく幼保連携型認定こども園への移行を予定す

る学校教育法第１条に規定する幼稚園（移行後の幼保連携型認定こども園における 

教育部分） 

④ 認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こど

も園への移行を予定する学校教育法第１条に規定する幼稚園 

 

（３） 整備対象施設の設置主体（事業者） 

学校法人（学校法人等以外の個人立等から学校法人立等に組織変更をし、施設整 

備完了年度までに設置認可がなされ、当該完了年度又はその翌年度から幼稚園を開 

設する場合を含む。）又は社会福祉法人 

 

３ 補助基準額・負担割合等 

（１） 補助基準額 

別表１（算定基準）、別表２（補助基準額表）で定める基準により算出 

 

（２） 負担割合 

府（国）１／２、事業者１／２ 

 

（３） 交付対象整備（整備区分） 



増改築、改築、大規模修繕等（幼保連携型認定こども園の整備に限る。） 

 

４ 対象経費 

  別表１（算定基準）で定める対象経費のとおり。 

 

 

５ 留意事項 

（１） 次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であ 

ると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用。 

③ 職員の宿舎に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２） 次に掲げる事項を補助金を交付する場合の条件とする。 

① 交付申請を行う時点で、幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども 

園のいずれかであること。 

② 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園に移行する計画を有し、施設

整備終了後に認定こども園法第２３条第７４項第１号に基づく幼保連携型認定こ

ども園、認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認

定こども園のいずれかの機能を備えること。 

ただし、施設整備終了後に上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補

助条件違反として補助金を返還すること。 

 

（３） 財産処分について 

この補助金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立 

    幼稚園施設整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分 

を行う場合には、平成 26年３月 31日 25文科初第 1443号「私立学校施設整備費補

助金（私立幼稚園施設整備費）に係る財産処分の承認について」による財産処分の

承認手続き等が必要であるので、事前に相談すること。



別紙３ 

防犯対策整備 

 

１ 目的 

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の防犯対策を強化することにより、子ど

もを安心して育てることが出来るよう環境整備を行うことを目的とする。 

 

２ 内容 

（１）整備内容 

幼稚園型認定こども園における防犯対策を強化するための整備を実施する。 

 

（２）整備対象施設 

認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園 

 

（３）整備対象施設の設置主体（事業者） 

学校法人又は社会福祉法人 

 

３ 交付基準額・負担割合等 

（１）交付基準額 

別表１（算定基準）で定める基準により算出 

 

（２）負担割合 

国１／２、市町村１／４、事業者１／４ 

 

（３）交付対象整備（整備区分） 

整備 

 

４ 対象経費 

  別表１（算定基準）で定める対象経費のとおり。 

 

５ 留意事項 

（１）次に掲げる費用については、対象としないものとする。 

① 土地の買収又は整地に関する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ 防犯対策以外を目的とした整備に要する費用 

④ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（２）次に掲げる事項を補助金を交付する場合の条件とする。 

① 交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、幼稚園型認定こども園のいずれかであ



ること。 

② 幼稚園についても交付対象とすること。 

ただし、施設整備終了後に幼稚園型認定こども園として認定されなかった場合は、原

則として、補助条件違反として補助金を返還すること。 

 

（３）財産処分について 

この補助金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園

施設整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合に

は、平成 26年３月 31日 25文科初第 1443号「私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施

設整備費）に係る財産処分の承認について」による財産処分の承認手続き等が必要である

ので、事前に相談すること。 


